
 

「前田利家石川河北領知方村付」(35.15-1) 



　近世史料館は、歴史史料の「保存」と「活用」を目的に、史料の収集と保存、

あり、寄贈や購入、寄託などの方法により広く加賀藩政時代の史料を収集し、

調査・整理して、日頃からその保存管理に努めています。収集史料の範囲は、

近世（江戸期）を中心としておりますが、近世以前ならびに近代の史料も収集

の対象としています。

　近世史料館で収集した史料は、平成２２年３月現在で３３文庫、約９万点の

初代前田利家、二代前田利長、三代前田利常に関わる史料を展示・紹介します。

近世史料館　新収蔵史料展

史料が所蔵されています。本展では、近年新たに収集した史料の中から加賀藩

古文書・絵図･地図の補修、史料の整備と目録の編さん、史料の閲覧と普及とい

う大きく４つの機能を持っております。特に史料の収集は重要な役割の一つで
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【展示史料一覧】 

掲載史料と展示史料が一致しない場合があります。 
展示史料は展示替え等により変更する場合があります。 


